
お知らせ 

「DR リソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業」の補助金交付

申請の受付開始について 

2026 年 4 月 16 日 

東京電力エナジーパートナー株式会社 

当社は、再生可能エネルギーの有効活用を目的とした経済産業省の補助事業

「DR リソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業※1」（以下、「本

事業」という。）において、小売電気事業者として当社の DR メニュー（（エ・ 省

エネチャレンジ）の登録を完了しました。これにより本日、本事業における当社

の DR メニューによる補助金の交付申請が可能となりましたので、お知らせいた

します。

本事業は、家庭用蓄電システムの導入に対して国の補助金が交付される制度

であり、蓄電池を活用した電力需給の調整（DR）を通じて、電力の安定供給およ

び再生可能エネルギーの有効活用を図ることを目的としています。 

このたび、小売電気事業者として当社の DR メニューが登録されたことで、家

庭用蓄電システムを導入するお客さまは当社の DR メニューにご加入いただき、

ご家庭における電気の使用をシフトしていただくことで、国の補助金の交付が

可能となります※2。 

本事業で当社の DR メニューの活用をご検討のお客さまは、以下 URL をご確認

ください。 

＊DR リソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業の概要 

https://dr-battery.sii.or.jp/r7h/about/ 

※1正式名称

令和７年度補正再生可能エネルギー導入拡大 分散型エネルギーリソース 導入支

援等事業費補助金（DR リソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業） 

※2お客さまと販売事業者（共同実施事業者）が共同で申請を行い、国の交付決

定後に設置工事や DR サービスの加入等が実施された場合に、国の交付金が

支払われます。なお、補助金は蓄電池の容量や設備費等に応じて算定され、 

上限 60 万円の範囲内で交付されます。なお、交付申請 事業の実施に関する 

詳細は上記、事業の概要を参照ください。

https://dr-battery.sii.or.jp/r7h/about/


＜当社の DR メニュー（エ・ 省エネチャレンジ）とは＞ 

当社からメールでお知らせする対象時間帯に、お客さまがご自宅の家電を操

作したり蓄電池を充放電したりすることで、節電または電気の使用をシフト（負

荷創出）していただき、節電量や負荷創出量に応じて「くらし TEPCO ポイント」

をプレゼントしております。 

近年の国際情勢の変化などにより、エネルギーを取り巻く環境の不確実性が

高まっている中、お客さま一人ひとりの電気の使い方が重要性を増しています。

本事業および当社の DR メニューにご参加いただくことで、エネルギーの安定供

給や有効活用につながります。ぜひご参加ください。 

https://www.tepco.co.jp/ep/private/savingenergy/lp/ecochallenge.html 

また、当社は、本事業をご利用されるお客さまへ蓄電池の販売 設置などを行

う事業者さまを対象に、販売事業者（共同実施事業者）の登録受付を開始いたし

ました。登録いただくことで、本事業を活用いただくことが可能となります。登

録を希望される事業者さまは、以下 URL をご確認ください。 

＊DR リソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業の共同実施事業

者の登録フォーム 

https://dr-battery.sii.or.jp/r7h/registration/agent/ 

以 上 

https://www.tepco.co.jp/ep/private/savingenergy/lp/ecochallenge.html
https://dr-battery.sii.or.jp/r7h/registration/agent/

